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   第 ４ 回   熊本県議会 総務常任委員会会議記録 

 
平成23年10月７日(金曜日) 

            午前10時５分開議 

            午前10時10分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第70号 平成23年度熊本県一会計補正

予算（第５号） 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 佐 藤 雅 司 

        副委員長 髙 野 洋 介 

        委  員 前 川   收 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員  磯 田   毅 

欠席委員(なし) 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

総務部 

         部 長  駒  崎 照  雄 

       政策審議監  岡  村 範  明 

        人事課長 古  閑 陽  一 

        財政課長 浜 田 義 之 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 上 野 弘 成 

   政務調査課課長補佐 川 上 智 彦 

――――――――――――――― 

  午前10時５分開議 

○佐藤雅司委員長 それでは、ただいまか

ら、第４回総務常任委員会を開会いたしま

す。 

 本日、本委員会に付託された議案を議題と

し、これについて審査を行います。 

 まず、議案について執行部の説明を求めた

後に、質疑を受けたいと思います。 

 なお、審査を効率よく進めるために、執行

部の説明は、着席のまま簡潔に行ってくださ

い。 

  では、関係課長から説明をお願いします。 

 浜田財政課長。 

 

○浜田財政課長 財政課でございます。資料

Ａ４の横長でございますが、資料の１ページ

をお願いします。 

今回の追加提案につきましては、ただいま

知事が申し上げましたとおり水俣病の被害者

救済に要する経費の追加についての補正でご

ざいます。 

チッソ株式会社の一時金支払いが円滑に行

われるよう国と県で財団法人水俣・芦北振興

財団を通じて、チッソ株式会社へ資金を貸し

付けるものでございます。 

下段の表をごらんいただきたいと思いま

す。右から２つ目の欄に、第70、71号議案と

いう欄がございます。ここをごらんいただき

たいと思います。 

一般会計では、92億円余を計上いたしてお

ります。これは国庫補助金を受け入れ、その

全額をチッソ特別会計へ繰り出す内容となっ

ております。 

また、最下段の特別会計、チッソ株式会社

に対する貸付に係る県債償還等特別会計でご

ざいます。108億円余を計上しております。

一般会計からの繰入金とあわせ、会計で県債

を発行いたしまして、財団法人水俣・芦北振

興財団を通じて、チッソ株式会社へ資金を貸

し付けるものでございます。 

補正後の予算規模でございますが、一番右
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側をごらんいただきますと冒頭提案も合わせ

まして、一般会計が7,427億円余、チッソ特

別会計が244億円余というふうになります。 

１ページ飛ばしまして、３ページをごらん

いただきたいと思います。 

３ページの最上段でございます。先ほど申

し上げましたとおり国庫支出金を92億円余受

け入れるという補正の内容となっておりま

す。 

また１ページ飛ばしまして、５ページをお

願いいたします。 

歳出予算でございますが、最下段から２段

目にございます。繰出金でございます。国庫

支出金で受け入れた全額をチッソ特会へ繰り

出すという内容になっております。 

以上が本日追加提案申し上げました補正予

算の概要でございます。どうぞよろしく御審

議ください。 

 

○佐藤雅司委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、今回の委員会は、本会議を休憩して

の委員会でありますので、質疑は、付託議案

に関するもののみに限らせていただきます。

委員の皆様の御協力をよろしくお願い申し上

げます。質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 確認の意味でちょっと質疑。

差額分がありますけれども、チッソ県債発行

で差額を埋めるということですけど、県債発

行額の償還については、これまでどおり国が

迷惑をかけないということを言っているわけ

でありますから、県債償還分についての担保

はとれているかどうか。そこだけ確認をいた

します。 

 

○浜田財政課長 元利償還金について、これ

は普通交付税で80％、特別交付税のルール分

で20％ということで、完全に補てんされると

いうスキームになっております。そこは変わ

りません。 

 

○佐藤雅司委員長 ほかに質疑はありません

か。――なければ、これで議案に対する質疑

を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第70号について、採決したいと思いま

す。 

 議案第70号を、原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第70号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 

 以上で本日の議題は終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

  午前10時10分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  総務常任委員会委員長 
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